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条

例

○
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

一

○
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
十
九
号
）
（
障
害
福
祉
課
）

1
　
児
童
福
祉
法
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
法
令
の
条
項
又
は
用
語
を
引
用
す
る
規

定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

㈠
　
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

㈡
　
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

㈢
　
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例

㈣
　
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例

㈤
　
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例

㈥
　
山
梨
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

㈦
　
山
梨
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

㈧
　
山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例

2
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
号
）
（
障

害
福
祉
課
）

1
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
当
該
法
令
の
条
項
を
引

用
す
る
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
一
号
）

（
文
化
振
興
・
文
化
財
課
）

1
　
博
物
館
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
当
該
法
令
の
条
項
及
び
用
語
を
引
用
す
る
規
定
の
整
理
を
行
う

こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
十
九
号

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

（
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
」

に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
」

に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
条
例

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
七

項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
山
梨
県
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
項
中
「
第
七
十
七
条
第
四
項
各
号
」
を



発
行
者
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甲
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市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
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刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
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刷
　
甲
府
市
北
口
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丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
九
号
　
　
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

二

山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
五
条
に
」
を
「
第
五
条
第
一
項
に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
山
梨
県
立
美
術
館
協
議
会
の
項
、
山
梨
県
考
古
博
物
館
協
議
会
の
項
、
山

梨
県
文
学
館
協
議
会
の
項
及
び
山
梨
県
立
博
物
館
運
営
委
員
会
の
項
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
を

「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
博
物
館

に
相
当
す
る
施
設
」
を
「
指
定
施
設
」
に
改
め
る
。

一
　
山
梨
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
第

三
号

二
　
山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第

七
号附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
第
七
十
二
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例

の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

一
　
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
七

条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項

二
　
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
八
号
）
第

六
条
第
三
項
及
び
第
八
条
第
二
項

（
山
梨
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十

四
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
第
五
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一

号
中
「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
」
に
、
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を

「
主
務
大
臣
」
に
、
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中

「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
五
十
八
条
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
梨

県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
号
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
、
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を

「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
（
平
成
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
二
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
、
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条

第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
二
十
号

山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例


